
調剤をしていて疑問に思ったこと，

てe- 医師または患者さんに聞かれて困ったこと，
〆E、 I

n'¥ 医師に疑義照会して対応したが

' いま一つ納得できないこと，ありませんか?

皆さんの疑問に名分野の専門家がお答えいたします。

どしどし質問してください。

「質問の募集J要項は53頁にあります。

なお，回答は本誌に掲載することによってのみ行います。

電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。

また，特殊なケースの質問は

採用されないこともありますので予めご了承ください。

-4f 
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必要な届出

処Jiせん受付に先立，ち，その1~~1倹楽)討 の|刺殺者は，イE宅

JJ)，者;訪問i楽えIJ管理l!.jfl与を実施する保険薬局として， ニji.riij

にJ也j了社会保険引務局長へ届，'1.'，しておくことが必安です。

2. 在宅患者訪問薬剤管理指導について質

問があります。処方医の指示に基づき

患家を訪問する場合，どのような制限があるのです

か。どのような患者に対しても算定できるのでしょ

うカ、。 (匿名希望)

3.処方医からの指示

思家への訪問jは，処方|宍の指示により実施します。そ

の指示方法としては，処方せんによるもののほか，電話

在宅吐l、老;訪問薬斉IJ管理指i阜の算定対象とな

述絡などによるものでもかまいませんが，文字H処方せん

など)による指示でない場合には， 主自己!だにその旨を記長止し

るケースとは，居宅で療養を行っており，

通院が|ポli%な忠者に|浪られます。また， jt家の訪問にあ

たっては，薬剤師が策定した薬宇的管到!.j[1~!;f- MITI凶に来年つε

ておくことが必盟です。く指導管J.!Ilを実施するとともに，その結果ーを文書により

処Jil宣言へ情報提供します。以下，特に関車:しなければな

4. 築学的管理指導計画の策定

忠、家の訪問に先立ち，その保険会15局の薬剤ftf[iは，楽学

的管:H[!指導言'.lllIiを策定しておきます。この言|国ii!iは，処

方1::&から提供された診療状況に基づくほか，処ん|去と相

談 しながら法、者の心身の特性および処方~を踏まえて策

らない事現について説明します。

1.基本的な考え方，対象患者

紅宅辺、初会訪問薬剤J{i"'f辺!指導とは， r}It.. ~告において療養を

行っている患者(通院が悶維なものに限る)に対して， 医

師の折示に必づ き，薬剤師が築学的色-現指導言'.jiffiを策定 定するもので，薬剤jの管理方法，処方薬の副作用-相互

作用などを維認したよで，①実施すべき指導内容，②忠

誠くへの訪問同数.①訪問間隔などを記載します。

し，忠、家を訪問して，薬学的{@:虫Il}えび指導を行った場合」

(王子1&14:il.3月R1=1厚斗J労働省告示第71号)に/w定するも
なお，特に決められた様ュにはありませんので， 111i1々 の

保険薬局で自由にT:Jとして行うことができます。

のです。

したがって，算定対象となるケースとしては，居生Jで

療養を行っており，通院が|主|維な忠者に限られます。
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長期投薬情報提供料2について質問が

あります。処方せんに記載されている

医薬品のうち，投与期聞が15日分以上のものと 14

日分以下のものが混在している場合において，

者から服薬期間中に 14日分以下の医薬品について

問い合わせがありました。そのため，その医薬品

について服薬状況を確認し，服薬指導を実施しま

したが，このような場合， 患者の同意を得た上で

あれば長期投薬情報提供料2は算定できますか。

(東京都匿名希望)

磨、

伽1011例'''';0ω

5.処方医への情報提供

Jx:，家への訪問後は，その結果を文法ーにより処方I~~へ情

報提供します。楽字的管思指導計四と同様，特に決めら

れた株式はありませんので，個々の保険~~局で!主11こ|司 にユ

ヲ去して行うことができます。

iJ:¥、家の訪問j後は，薬Hrに次の事J}iを記jl友します。

Q)1~剤服mJft管fÆ ・指導午、I(基本部分， 17点)として記械

6. 患家における管理・指導

投与期間1が 14日分以下である医薬ilhについ

ては， I以来状況の健司、および必2tな月反対J指

長HJJ投柴情ItI:!.提供料 2を詰定することは

すべき必要事項

①訪|切実施日，訪問した薬剤r:lIiの氏名

@処ん医より提供された情報の要点

包y~学的信刊の内容 (さ~剤の似缶:状況， Hli#'状況，投球後

の1J[中日薬方1]，投薬後の併診，副作用-1ft復投薬・ 4・W，圧 耳予を千Jつでも，

できません。

長期Jl文:朱↑古報提供キ12は， l'i:HJJ投薬(14日分を}也える投

薬)に係る処方せんのlJIiHl;~期間 1: 1二I に，忠者またはその家族

からの問u、合わせにl止、じて， JJ民主総状況の{確認・必安な)Jli

作用の位認なと)

①指導|人j容の史点

①訪Il¥jの結果，処方|宏へ提供した情報の安}，l).Q
a
A
 

薬指導を行った場合に算定するものです。ただし，その

算定対象となるものは，投与期間が 1411分を必える医薬

7. その他

ililのみで、す。思J2;ーからの↑lfjl、合わせで、あるj;J1-_，当然な

がら，それに対するIJR薬状況の確認および服薬指導は必

忠家への訪問については，処方された医薬品を周ける

ことが目的ではありません。重姿なことは，あくまてで、も

忠

向解7干fのないよう十分i討:I主t若意、してくだだ、さU、、。

コ目
円7て

~ですが，長期投与の処んせんに

も，残念ながら 14 日分以|二の医薬品についてはt~r:定対象

ーィ:'11に処方されていて

また，算定に当たっては，すでに医師または薬剤師が

配置されている施設に入所 している場合や，ほかの保険 とはなりませんu

主!;t}奇の薬剤J~i1 jが訪問薬剤ド主rH~.指導を行っ ている場合には
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算定できません。
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